
 

 

別記様式第４号の１ 

 

 

 

 

日本に輸入される犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンクの証明書 

注意）この証明書は、様式ＡとＢ、ＡとＣ、あるいはＡとＤからなる。 

各用紙は、輸出国の政府機関の公印が押された時点から効力を発する。 

英語のブロック体で、タイプライター又は筆記により明確に記載すること。適する項目には、チェックすること。ν 

修正液による修正は認めない。修正前の文字が判読できるように二重線を引き、隣接した箇所に修正後の文字と署名を記入すること。      

Ａ．輸出者による申告 

 

私、               は輸出者であり、動物を日本に輸入する条件と手続きを理解し、確かに、

下記に記載する内容に間違いがないことを申告します。 

      

    輸出者住所                                        

    電話／FAX                                      

   申告年月日（年／月／日）            署名                   

 

 Ａ－1．荷受人住所氏名                                                                            

                                        

     電話／FAX                                        

  

 Ａ－２．荷送人住所氏名                                       

                                           

     電話／FAX                                     

 

 Ａ－３．輸出国                      

  

 Ａ－４．動物の特徴 

  （１）動物種                     （２）動物の名前（該当する場合）       

  （３）品種                       （４）性別                  

  （５）生年月日               

（６）毛色、毛質、その他の特徴（入れ墨等）                                                                  

                                                 

                                                 

 

  （７）マイクロチップ 

     番号                        

埋め込み年月日（年／月／日）           

□ ＩＳＯ規格 または □その他    読み取り機の種類                       

埋め込み部位                                           

 

 （９）用途 

    □ 個人愛玩用  または  □ 商用 

    □ その他                        
 

届出の受理番号：                                           様式 Ａ 
輸入に関する届出受理書は、動物検疫所から郵便、ＦＡＸ又は電子的な手段により輸入者に送られる。   最終更新：2004.11.26

サンプル（日本語訳） 使用不可 

 
公印 

 
日付 


